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   開     議 

 

 

○大沼 久議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、８番、鳥谷

政一議員、18番、佐々木榮七議員の２名であり

ます。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、山形新聞社長井支社長からパソコン使

用についての申請があり、許可いたしましたの

で、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○大沼 久議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 

 

藤原民夫議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 それでは、順次ご指名いたしま

す。 

 順位５番、議席番号16番、藤原民夫議員。 

  （16番藤原民夫議員登壇） 

○１６番 藤原民夫議員 おはようございます。 

 私は、障害者自立支援法が４月１日から実施

されたことに伴って出されている数々の問題点

について、また、それに伴う施策計画について、

福祉事務所長並びに健康課長にお尋ねをするも

のであります。 

 なお、質問の通告用紙に書き忘れましたが、

市長の答弁もぜひよろしくお願いしたいことを

議長によろしくお願いします。 

 障害者自立支援法は、障害者福祉にも自己責

任と競争原理を徹底して、国の財政負担の削減

を推し進めようとする小泉構造改革のもとで、

多くの問題点を抱える制度となっているのであ

ります。とりわけ重大な問題は、利用料は能力

に応じて負担するというこれまでの応能負担原

則を、利用したサービス量に応じて負担すると

いう応益負担へと転換したことであります。 

 障害者が人間として当たり前の生活をするた

めに必要な支援を益とみなして負担を課すとい

う応益負担は、憲法や福社の理念に反するもの

であります。 

 障害が重い人ほど負担が重くなり、負担に耐

えられない障害者はサービスを受けられなくな

る事態が起きることは必至であります。だから

こそ、障害者自立支援法の成立には、障害者や

家族の反対運動が空前の規模で全国に広がった

のであります。 

 法案は成立いたしましたが、国や自治体には、

憲法25条が保障する障害者が人間らしく生きる

権利を守る責任があるのであります。 

 昨年12月議会で行った私のこの問題について

の目黒市長の答弁は、「障害者の方は、サービ

スの量的拡大をしていく上では、障害者本人の

方の負担は避けられないものだ」と、こういう

実態を知ろうとしない答弁をなされております。 

 さて、これまで障害者施策の利用料負担は、

前年の所得に応じた応能負担に基づいて決定さ

れてきたわけであります。これを障害者自立支

援法では、サービスを利用した量に応じて負担

する応益負担に切りかえるとともに、施設で提

供される食費や入所施設の光熱水費、日用品費

などを全部自己負担にすることといたしました。 

 もともと応益負担は、障害者福祉とは相入れ
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ない最悪の負担方式であります。 

 なぜならば、それは第１に、障害が重く多く

のサービスを必要とする人ほど多くの負担金の

支払いが求められることであります。これは、

障害が重いということだけで特別に税金を上乗

せするようなものであって、障害がゆえの苦し

みをさらに増幅させるものであります。 

＋ ＋

 第２に、とりわけ幼いころからさまざまな障

害を持った人においては、就労や財を形成する

機会が十分に保障されていないため、応益負担

になると、出身家庭の所得状況がサービス利用

の可能性を大きく左右することであります。つ

まり、同じ障害であっても、障害者本人やその

出身家庭が裕福かそうでないかで、社会参加や

自立の機会、可能性が左右されてしまいます。

義務教育費がこうした不公平を生み出さないた

め原則無償となっていることと比べても、甚だ

しい不公平を生み出す負担方式と言えると思う

のであります。 

 第３に、極めて高額の利用料の徴収を福祉事

業者が行わなければならないことから、本来、

よりよい暮らしを目指して共同、連帯すべき障

害者と事業提供者が、高額な利用料負担という

金銭によって対立させられ、分断させられてし

まうことであります。 

 応益負担が持つこうした問題点について、国

会審議の中でも、例えば民主党の山井議員から

も「障害者のサービスに対して応益負担を導入

しないというのは世界の常識だ」というふうな

発言があったり、与党議員からも特に負担増と

いうことについての懸念が強い、こういう指摘

が行われたということであります。 

 ことし４月から利用料１割の応益負担が実際

に始まる中で、利用者や施設にはどんな問題が

起きているのか。私は県内各地の例を資料とし

て集めるとともに、長井市の知的障害者授産通

所施設であるせせらぎの家を訪問し、影響調査

について聞き取りを行いました。どこの施設で

も４月から原則１割の応益負担が導入されたこ

とで、大幅な利用者の負担増となっており、施

設からの退所やサービス利用の断念が相次いで

いるということであります。 

 これまで通所施設の利用料は９割を超える人

が無料でありましたが、今回、給食代を含む利

用料は１万円から３万円の負担になっているこ

とが明らかになりました。 

 そこで、利用料負担増による影響についてせ

せらぎの家の実態を尋ねてみました。せせらぎ

の家では、負担増になった人は32人全員で、こ

れまでゼロ円だった人が月額１万円以内に引き

上がった人は７人、これまでゼロ円だった人が

１万円から２万円未満に引き上がった人は６人、

ゼロ円だった人が２万円から３万円未満に引き

上がった人が19人と、全員が大変な負担増とな

っているのであります。せせらぎの家では、こ

うした重い利用料負担のために残念ながらサー

ビス利用を断念した人は２人おられたというこ

とであります。 

 施設では、困難な状況の中でも、退所してし

まえば家に閉じこもりがちになり利用者の生活

権が保障できなくなることを考えて、工賃のア

ップを図ろうと努力しておられるということで

あります。こうした努力があっても、家庭の問

題を抱えていたり、障害が重度であるなど、深

刻な状況を抱える障害者は少なくないのであり

ます。施設関係者からは、「フォローを行政と

して対応してほしい」、こういう切実な声が上

がっており、ここでも公的責任が問われている

のであります。 

 一方、施設経営の方、この現状はどうであり

ましょうか。通所、入所施設とも、自立支援法

施行前の３月と施行後の４月を比較しただけで、

９割の施設が減収となっているという調査結果

があります。施設の減収で、これまでも厳しい

中で障害者を支えてきた施設職員の労働条件が

一層劣悪化し、また、利用者の支援内容の低下
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を招くような事態が進んで、倒産や閉園さえ話

題になるような、深刻な経営危機に多くの施設

が直面しているという実態が県内の調査の中で

うかがえるのであります。 

 調査の中で、せせらぎの家、知的障害者授産

通所施設でも、減収が１割以内で、月額20万円

の減収、昨年度収入5,600万円に対して年間見

込みで200万円の減収、こういうことでありま

す。 

＋

 こうした減収の主な原因は、日割り計算方式

の導入、また、低額な報酬単価などを上げてお

ります。つまり、これまでは月単位で施設に報

酬が支払われていました。障害者は体調を崩し

やすく、開所日すべてに通えるわけでないわけ

であります。それが日払い方式に変えられたこ

とで、障害者が通所できない日は丸ごと減収に

なってしまうということであります。施設長も

苦笑いしながら言っておられましたが、帰りの

バスに乗り込む利用者の背中に向かって、あし

たも元気に出てこいよとそっと声がけして送っ

てやるが、それが施設を守る精いっぱいの思い

なんだと、こういうことを言っておられました。 

 施設に来たかどうかということだけが評価の

対象になり、通所が困難になった人への支援が

重要なのに、そうした対応を国が評価しないこ

とに対する不信感をこうして施設の方は訴えて

おられたわけであります。こうした報酬の仕組

みは、減収の原因になるというだけでなくて、

障害者福祉のあり方としてもふさわしくないの

ではないかと思うのでありますが、このことに

ついて、福祉事務所長から、その実態と見解に

ついてお聞きをするものであります。 

 次に、身体、知的、精神の３障害に関するサ

ービス提供が市町村に一元化されることによる

長井市の責任について、健康課長にお尋ねをい

たします。 

 障害者自立支援法の10月本格実施を控え、問

題になっているのが小規模作業所の問題であり

ます。障害者自立支援法では、移行先として地

域活動支援センターが設けられましたが、これ

では現行補助水準を大幅に下回る事態になりか

ねないと、関係者の間で不安が広がっておるの

であります。 

 地域活動支援センターは、地方交付税による

補助事業をベースにして、その上に３類型の機

能強化事業、補助金加算標準額年600万円から

150万円までの３類型の事業を組み合わせると

いうものであります。しかし、この補助金は、

地域生活支援事業の中の１事業であることから、

統合補助金の枠内で市町村の裁量による予算配

分で決められるということであります。 

 地域活動支援事業の中の地域活動支援センタ

ーは、障害のある人の日中活動の場としての機

能を果たし、地域で活動している小規模作業所

の移行先として想定されているわけであります。 

 小規模作業所がＮＰＯ法人格を取得して一定

の基準をクリアすれば、この事業への移行が可

能となるというわけであります。移行が可能に

なったという点では一歩前進とも言えなくもな

いわけでありますが、訓練等給付事業などとは

経費の性質も異なることから、その補助金額は

低額に抑えられるということであります。 

 しかし、これまで困難な条件の中で、障害の

ある人の活動拠点として大きな役割を果たして

きた小規模作業所の問題を、これを機に何とか

解決する手だては考えられないものか。健康課

長から、この件に関する内容と状況をお聞かせ

いただきたいと思います。 

 障害者自立支援法では、身近な地域でのきめ

細かいサービスを提供する責任を市町村主義に

よるものとして、サービスの実施主体を市町村

に一元化するということも、大きな改革のポイ

ントとなっております。したがって、今後、障

害者施策における市町村の役割は、ますます重

要になるわけであります。 

 その第１は、2006年４月以降、身体、知的、
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精神の３障害に関するサービス提供責任が市町

村に一元化されることとなって、福祉サービス

利用に関する支給の決定や、あるいは利用料減

免の認定などを一元化して市町村が実施するこ

とになるとしております。 

＋ ＋

 第２に、真の地域づくりを目指すという施策

に対して、地域生活支援事業がこの10月から位

置づけられることとなっているのであります。

この事業については、大きな問題である利用料

負担も、基本的には実施主体が独自に判断する

こととなるわけであります。 

 第３に、今後市町村は、障害福祉計画、その

①各事業における障害福祉サービス・相談支援

の項目ごとの必要な量の見込み、②障害福祉サ

ービス・相談支援の項目ごとの必要量確保のた

めの方策、③地域生活支援事業の種類ごとの実

施に関する事項、これらを定めることが義務づ

けられるわけであります。 

 福祉事務所長にお尋ねをいたします。以上に

上げた３点について、市町村の役割はどのよう

に変わっていくのか、また、どうならなければ

ならないのか、その考え方をお聞きするもので

あります。 

 最後に、このたび障害者自立支援法実施によ

る施設への影響調査を県内の障害者団体と一緒

に行ったわけでありますが、整理してみますと、

第１は、障害者福祉から排除される障害者が大

量に生み出されつつあることであります。施設

からの退所やサービス利用の断念にあらわれて

いるように、利用料負担の重さに耐えられず、

低所得者が真っ先に排除されてしまうという事

態が生まれつつあるということであります。 

 第２は、障害者福祉の基盤が根本から崩され

てしまう危険が現実のものになっているという

ことであります。施設の経営が大幅な減収に追

い込まれ、多くの施設がつぶされるほどの危機

感の中で運営されております。施設がなくなり、

福祉労働者がいなくなれば、そもそも障害者福

祉は成り立たないわけであります。幾ら政府が

自立、ノーマライゼーションと叫んでも、それ

は絵にかいたもちになってしまうわけでありま

す。 

 こうした苦しみの根本にあるのは、政府が社

会保障費の削減のために導入を強行した応益負

担制度であることは明らかであります。応益負

担は撤回しかないのであります。福祉事務所長

の見解を求めまして、最後に、きょうの新聞で

すと、山形市では、利用者の負担増に対して、

低所得者の市独自の利用軽減策をこのたびの９

月定例会に提案して、10月１日から実施する計

画だという記事を見てまいりました。計画の概

要を見ますと、社会福祉法人減免制度をＮＰＯ

法人まで拡大して、対象者を市民税非課税世帯

として、利用者負担額、月額利用料の１割、こ

の半額と社会福祉法人減免後の金額を比較して、

上限額を超えない場合、その金額を利用者負担

額とするということであります。山形市では、

サービス利用者581人の38％が該当する見込み

として、200万円の予算化を計上したというこ

とであります。 

 こうした自治体独自の負担軽減策の実施は全

国各地の自治体に現在広がっております。長井

市でもまず実態調査や利用の意向調査などを実

施して、それに基づく障害者福祉計画を策定し

て、支援費制度の総括を踏まえて、負担軽減を

図るべきと考えますが、先ほど申し上げました

が、通告書には漏れておりましたが、議長から

お許しをいただいて、最後に市長の考えをお聞

きして、私の質問を終わります。ご清聴ありが

とうございました。（拍手） 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 藤原議員から追加をいただきま

したので。私が答弁でなくても多少は勉強させ

ていただいて、しなければ、必ず最後に来るか

もしれないと思っておりましたから。 

 ご指摘の９月４日の新聞ですね、これは。山
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形市の581人のうち80人程度、10月からという

ことですが、これはやっぱり山形市の財政規模

と長井市とも違いますし、今までいろんな面で

施設等も負担の軽減化等も検討しているという

ところもあります。したがって、ご指摘のよう

に、実態調査等をさせていただいて、これは検

討課題にさせていただく。早くともやっぱり来

年の当初予算ということになろうかと思います。 

＋

 ただ、応益負担がすべてだめというふうには

私はならないと思っております。これは、皆さ

んからいただく税金を、民間が主役ですが、そ

の分野分野にバランスよく、収支のバランスを

考えながらやっぱり配分していかなければいけ

ない。そうでないと、自治体といっても、例え

ば夕張市は炭坑の閉鎖に伴って観光産業にかじ

を切りましたが、それは結局、８年前に長井市

よりも少なかったはずですが、330億円の総借

金が630億円にふえている。自治体が破綻した

わけであります。 

 あるいは鷹巣等は福祉で全国先進だと言われ

てきた。しかし、そのことによって、いわゆる

公共下水道とか社会的インフラの整備がおくれ

たのではないかという町民の声があって、結局

担当者がかわられて、バランスよくやろうとい

うふうになってきた。 

 やっぱりいろんな例がありますから、私は、

これからも国、県の動向をしっかりと見据えて、

収支のバランスを考えながら福祉を考えていか

なければ、持続可能な制度にならないと。福祉

だけを聖域にとか、観光だけを聖域にというわ

けにはこれからはいかないだろうと。非常にそ

ういった意味では長期的に見ると、厳しい財政、

バランスのよい財政運営をしなければ、もとも

とが、大もとからひっくり返る可能性もあると

いうふうに思っておりますし、特に施策の中で

応益負担ということをしていかなければ、すべ

て社会主義になってしまいますから、全部の税

金で全部平等にとらないと、それは極端な話、

国の財政が今や750兆円も借金がある時代に、

それを減らさなきゃいけない時代に、それはや

っぱりなかなか難しいだろうというふうに思っ

ておりますので、そういった意味で、非常に厳

しい時代であるという認識を持ちながら、福祉

等の政策もしなければいけないし、応益につい

ても考えていかなければいけないというふうに

思っているところであります。以上です。 

○大沼 久議長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 それでは、お答えさせ

ていただきます。 

 まず、障害者自立支援法でございますが、こ

とし４月から施行されております。これに伴っ

て利用者負担がそれまでの利用者と配偶者の所

得状況に応じた、それとまたサービスの種類に

よって細分化された複雑な利用者負担の仕組み

から、サービスに関する費用を皆で支え合うと

いう国の方針があるため、利用したサービスの

費用のうち原則１割を利用者が負担するという

制度になって導入されております。また、食費

や光熱水費等実費についても原則自己負担が導

入されております。 

 ただし、この原則１割の負担でございますが、

一般世帯でも最高額３万7,200円の負担上限月

額の設定を行っており、また、市民税非課税世

帯の低所得世帯であれば２万4,600円、さらに

その世帯で本人の収入が80万円以下であれば１

万5,000円というような利用者負担の軽減措置

を国の方で講じております。 

 そのほか社会福祉法人等減免制度、いわゆる

せせらぎの家なんかが該当するわけなんですけ

れども、それを導入して、低所得世帯の利用者

負担の軽減への配慮も講じておるということで

あります。 

 また、食費等の実費につきましても、低所得

世帯につきましては、人件費分の補助など負担

軽減措置を設けております。具体的には500円

の食費について最低80円まで下がるというよう
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な中身であります。 

 続きまして、実際の通所施設、せせらぎの家

でありますが、ちょっと私の方でもお聞きして

まいりました。これにお答えさせていただきま

す。 

＋ ＋

 この施設は、利用者が４月１日の現在、議員

もおっしゃられるように32名でありました。そ

のうち長井市からは20人の人が通所しておりま

す。この20人の方の利用者負担に関して説明申

し上げますと、３月までは月額317万8,900円の

サービス費用がありまして、このうち利用者20

名、長井市の20名の負担は全部で3,300円とい

うことであります。それが障害者自立支援法が

導入になってからは、４月のサービス利用月額

が、275万1,540円のサービス費用に対しまして、

やはり利用者の負担が上がりまして、23万

9,000円ほどというふうになっております。４

月の平均の利用者負担額は１万1,966円ほどに

なります。やっぱり３月に比べると約１万

1,800円ほどが利用者の負担増となったという

ふうな結果になっております。 

 また、食費もありますものですから、１日

500円、平均20日の通所ということになります

と、公費補助分も差し引きまして8,110円ほど

の平均負担額となっております。先ほどの１割

の負担と合計すれば、利用者１人当たり平均で

約１万9,900円ほどの負担増という結果が出て

おります。 

 国の方では、支援費制度の施行により利用者

がふえて、その急激な財政負担の拡大が国の社

会保障全体を圧迫する要因となっており、加え

て支援費制度では対象外であった精神障害者を

含め、今後も利用者の増加が見込まれるという

ことで、安定的な制度維持のために、この費用

を国民皆で負担し支え合うことが必要だという

ことで、このような制度を取り入れたというふ

うなことであります。 

 続いて、せせらぎの家の施設の経営に関して

ですけれども、３月までは障害者の通所施設の

報酬は、議員もおっしゃられておりましたよう

に、月額で支払われていましたわけですが、４

月からは通所１日当たりの日額単価の支払いに

変更されております。すなわち３月まではほと

んど通所しない人がいても、在籍というふうに

登録していれば、１カ月分、その人に関して支

払われていたということになりますけれども、

４月からは通所した分のみを支払う報酬に変更

されているというふうなことでありまして、国

の基準では、大体22日の通所日数で従前の額を

確保できるように設定したとしておりますけれ

ども、障害者の方はやっぱりその日の心身の状

態とか、通所できないような日があるというこ

とで、せせらぎの家の実際の４月の平均通所日

数は20.2日、通所率にしますと87.9％というこ

とになって、これによって施設の収入は、500

万3,400円ほど３月にありましたものから、４

月の収入は452万1,000円ほどというふうになっ

ておりまして、約48万円ほどの減収となってお

ります。ただし、４月から報酬単価が1.3％下

がっているわけですから、同じように比較しま

すと、それを考慮しますと日額単価の報酬に変

更された影響は月当たり、４月に関しましては

42万円ほど、約8.4％の減収になったというこ

とであります。 

 このような状況の中で、先ほど議員と、あと

市長もおっしゃっておりましたが、９月４日の

山形新聞に、山形市では、これの費用の軽減策

を図るということで、今回の議会の方に200万

円ほどの増額補正をしております。この中身で

ございますけれども、１割相当の負担額を半額

にして、社会福祉法人利用、いわゆるせせらぎ

の家のような施設を利用した場合は、先ほど申

し上げましたように、上限額を超えない場合は

半分を利用者の負担額として差額を補てんする

というような中身で、その対象者につきまして、

山形市では、581人、このうちに80人ほどがこ
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 こういうふうな中身でございますけれども、

今回の障害者自立支援法が上がってから、10月

からいよいよ新しくサービスの体系も細分化さ

れてくることになりますものですから、関係す

る施設や事業者も新しい体系での事業者の指定

ということで指定を受けなければならないよう

な大きな転換を迫られておりまして、また、新

しい制度に伴って、利用者の方でも新しく申請

行為も必要なために、福祉事務所としても利用

者のサービスの利用に支障が出ないように、事

業者と連絡をとりながら、新しい制度への移行

をスムーズにできるように進めてまいりたいと

いうふうに考えております。以上でございます。 

の軽減に該当するというふうなことであります。 

 余り詳しくは読み取れないんですけれども、

私の方でも福祉事務所の方でも、こういうふう

なことで長井市に該当させてみればどれほどの

額が出てくるかということで試算して調べてみ

ましたところ、大体10人程度、11人ですか、そ

のくらいの人が該当しまして、同じように補て

んしていくということになれば、二十四、五万

円程度補てんすることになるというふうなこと

であります。先ほど市長からの答弁のように、

中身を十分検討させていただきまして、来年度

に向けて方針を立てていきたいと思っておりま

す。 

○大沼 久議長 船山祐子健康課長。  続きまして、障害福祉計画のことであります

けれども、実は福祉事務所の方で平成15年に障

害者計画ということで計画を策定しておりまし

たけれども、この障害者計画につきましては、

数値目標がつけておらないような計画でありま

して、これを受けて今回国の方では障害福祉計

画ということで、今年度中に策定しなさいとい

うふうなことであります。平成23年度までをに

らみまして、３年ごと、平成18、19、20年とま

ず目標をつくる。それからさらに平成21、22、

23年というふうな、最終的には23年度までの数

値目標を立てろというふうな中身でありまして、

訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系

サービスというふうな中身でありまして、その

数値の目標でございますが、平成23年度までに

は現時点の施設入所者数の１割以上が地域生活

に移行することを目標とする。要するに、例え

ば施設に入っている方々を退所させて、グルー

プホームとか自宅での生活ができるように図っ

ていくというふうな援助をする、援助といいま

すか、方策を立てろというふうな中身でありま

すので、係の方で今、その資料収集やら準備を

しておりまして、今年度３月をめどに、先ほど

申し上げましたように、平成20年度までの目標

を立てていきたいというふうに考えております。 

○船山祐子健康課長 藤原議員のご質問にお答え

いたします。 

 小規模作業所フラワーほっとの現状と方向性

についてということでございますが、グループ

ホームとは異なりまして、グループホームは18

年４月から待ったなしのスタートということで、

ＮＰＯ法人をつくりながら向かったわけでござ

いますが、フラワーほっとに関しましては経過

措置がございましたので、その中で、昨年に引

き続き精神障害者小規模作業所運営費補助金と

いう総合交付金の中で運営しております。現在

ですけれども、法人格を取得の準備をなさって

まして、自立支援法の事業の中で移行可能な方

向性を検討しているところでございます。 

＋

 藤原議員、先ほどお話の中で、地域活動支援

センターの事業ということで、Ⅰ型は600万円、

Ⅱ型が300万円、Ⅲ型が150万円ということで、

国の補助金の加算額があるというふうなことが

ありましたけれども、当初、私たちも人員規定

とか利用者数ですけれども、Ⅰ型は定員が20名

以上、あとⅡ型は15名以上、Ⅲ型は10名以上と

いうことで、現在のフラワーほっとの規模等勘

案しまして、Ⅲ型が適当であろうかなというふ

うな中で検討してきたところでございますが、
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きのうの県の障害福祉課の説明会がございまし

て、その中で、地域活動支援センターはⅠ型か

らⅢ型じゃなくて、一本にまとめるというふう

な案が出たところでございます。その中で、定

員も20名とか大きい規模じゃございませんで、

10人以上の人員が利用できる規模とする。設備

の基準も日中活動ができる場所とトイレが設備

されてればいい。あと従業員ですけれども、施

設長を含めて２人以上というふうな形に、柔軟

な対応になってきております。ただし、運営費

につきましては明確に予算措置の関係も説明な

かったということから、なかなかこれからどの

ような形にしていくのか検討しなければいけな

いなということで、きょうお答えすることは、

変わったということにさせてください。 

＋ ＋

 それで、もう１点考えている方向性なんです

が、就労移行支援事業というふうなのがござい

まして、こちらは日中活動に来られた方、１日

当たり何人見えて、それで幾らの利用料という

ふうな形での運営方式になるわけですけれども、

フラワーほっとの利用者の特性とか、あと運営

しておられる方々がスムーズに移行できるよう

に、今後とも国とか県の方向性を見きわめなが

ら、慎重に対応していきたいなというふうなこ

とで考えているところでございます。 

 このたびの改正では、精神については今まで

知的、身体とは別扱いというふうなことにされ

ておりましたけれども、障害者自立支援法の設

立によりまして、３障害の同等のサービスを受

けられるというふうになったことについては一

定の評価をしておりますので、長井市としても

福祉事務所等と連携を密にしながら、スムーズ

にサービス提供できるように努力してまいりた

いと思います。以上でございます。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 丁寧なご答弁いただき

まして、まことにありがとうございました。 

 ただ、一つ市長にお聞きいたしたいわけです

が、応益負担の考え方でありますが、私は先ほ

どの質問で、義務教育費が原則無料となってい

るわけですね。なぜ原則無料となっているのか

ということについて、やはり障害者の問題につ

いても恐らく十分な話し合い、検討がなされた

のでないかと、しかし、そうでなくて、応能で

なくて応益の負担とするというふうなことにな

ったのではないかというふうに思われるわけで

す。結局、先ほども申し上げましたが、障害者

福祉というのは、障害が重くてサービスがなけ

れば一緒に暮らしていけないというふうな、こ

れは本人の責任でも何でもないんですね。結果

がこういうふうな、身体あるいは精神の問題が

そうなっているというふうなことで、それを理

由にした負担金の算出というのは、どなたから

見てもやはりおかしいと。 

 先ほども申しましたが、国会の審議の中で、

障害者のサービスに対して応益負担導入しない

というのが、これは世界の常識なんだという発

言もありましたが、まさにそう思いますし、ま

た、与党の議員の方からも負担増ということに

ついての懸念について質問出されるというのは、

やはりそれなりの人間としての理由、生きる、

そういったことへのしっかりした理由があって、

義務教育費の原則無償、あるいは社会福祉への

こうした施策、これがあるのだと。それでさえ

も、障害がゆえの苦しみ、これをこういった形

で、税金を上乗せするような形でさらに増幅さ

せるというふうなことをやってはいけないんだ

というのがやはり社会福祉の考え方、理念なん

だというふうに思うわけでありまして、このた

びの応益負担については、私はそのような観点

から、社会福祉がねらおうとしている福祉サー

ビスの面からは、全く矛盾をしているというふ

うなことを思うわけであります。 

 さて、福祉事務所長の方からは、特にせせら

ぎの家の調査をなされて、１割の利用料負担を

課す自立支援法の影響について詳しい報告があ
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りまして、まさに実態調査を私もお聞きして本

当に驚いたわけでありますが、障害者、子供が

せせらぎの家へ行かないというふうなことにな

っているのに対して、また、うちの人も行かせ

ないというふうなことも家庭の中では起きてい

るんだということも施設長はおっしゃっておら

れましたが、やはり家庭のいろんないざこざの

渦の中に巻き込まれているというふうなことも

あるわけでありまして、ただ単に計数的な調査

ということだけではなくて、もっと心に突き刺

さる、その内面についても可能であるならば調

査項目を設けてもらって、そして優しい実態調

査について、今度報告をいただければありがた

いというふうに思うわけであります。 

 先ほど来話に出ておりましたが、やはり施設

経営で一番大きな形は、報酬単価が引き下げら

れると、それで支払い方式が月額制から日額制

に変更されると、そしてまた、通所授産施設で

は年間200万円もの減収になると。この減収を

少しでも少なくしようと、休みの日数を少なく

して、例えばせせらぎの家だと今休んでおった

土曜日を開所しているというふうなこともおっ

しゃっておりましたが、そうした形で開所日数

をふやしていると。そしてまた、それでも収入

減となるというふうなことで、そこに働く方々

の人員の削減、あるいはパート化なども今後考

えていかなければならないのかなというふうに

苦しい対応についておっしゃっておられました

が、そういった施設の今後の対応についても、

一体こういうふうにしてどう乗り切ろうとして

おられるのかというふうな点についても、やは

りもう少し踏み込んだ調査と実態の把握を福祉

事務所長として把握していただきたいというふ

うに考えておるのであります。 

 山形市での低所得者に対する市独自の費用軽

減策については、山形新聞でも詳しく取り上げ

られましたし、どうしてこうした計画を盛り込

んだのかというふうに至った経過については、

詳しい、実にきめ細かな事前の事務局での実態

調査がもとになっているというふうなことを市

の当局者にも聞きましたが、やはり実態調査を

見れば、非常に厳しい現在の福祉のあり方がそ

うした軽減策をとらせる一つの決断を促したの

ではないかというふうに思いますので、しかも

今後はこういった実態調査や、あるいは意向調

査、そういったことは市町村の責任でやるとい

うふうなことがこのたびの自立支援法ではうた

っておるんですね。したがって、市町村のそう

いったことへの施設との直接結びついた対応を

感じるような、そういう結びつきがどうしても

必要になってくると、ただ単なる計数での分析

ということだけではなくて、それらについても

ぜひお願いしたいというふうに思うわけであり

ます。 

 それと、先ほど健康課長から、地域活動支援

センターについての県の一つの新しい指針が示

されまして、よかったなと私も考えておるわけ

でありますが、やはりこういった、しかも地域

でフラワーほっとなどの運営なんかを見ますと、

本当に地域で、地域の皆さんがボランティアと

なってあの施設を支えているというふうな感じ

がしますし、あそこの施設長であります安部さ

んという方は、私も一緒に絵の仲間といいます

か、先輩ですが、そういった形で私も尊敬して

いる方ですが、その人の本当に情熱、熱意も子

供たちに大きく伝わっているのでないかなとい

うふうに思いまして、せっかくあそこまで盛り

上げてきた、継続してきたフラワーほっとのさ

らなる継続について、ぜひいろんな知恵、力を

おかりしなければいけないのではないかなとい

うふうに思うわけであります。 

＋

 今後もまだまだ、なかなか移行するまでの間、

今お聞きしますと難しい点がいろいろあるよう

でありますが、これまたやはり、先ほど福祉事

務所長にお願いしたように、計数の分析と、も

ちろんそれは非常に大事なわけでありますが、
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それだけでなくて、あそこに通う生徒たちの実

際に肌触れ合う、そういう関係で、この問題を

解決していかれる、そして本当にほかの市町村

に見られない温かい福祉計画ができ上がるとい

うふうな形でこの問題が引き継がれれば、非常

にいいのではないかと。これまでの福祉計画を

見ますと、どうしても数字の羅列が多い。それ

は確かに分析するには数字なのでありますが、

しかしもっともっと具体的な例、あるいは具体

的な悩み、苦しみ、そういったものの中からこ

の数字が引き出されたというふうな取りまとめ

方が福祉計画の中でぜひ必要になるのではない

かと、分析したら、これぐらいの赤字に対して

はこういうふうにしてやっていくんだという形

だけでなくて、もっと心温かい分析が必要であ

るし、そういった計画をぜひ、法律ですと10月

中にこれをつくるというふうなことになってお

るようでありますが、しかし、10月は来月です

から、そう簡単にはいかないと思うんですが、

この福祉計画というのは、一体いつそれを完成

させるというふうなことになっているんですか。

福祉事務所長にお尋ねいたします。 

○大沼 久議長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 私の手元にあります資

料では、今年度中というふうになっております。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 今年度中といってもも

う半分を過ぎてしまっているわけで、しかも現

在大変な状況を抱えて、しかもまたその大変な

状況をむしろばねにして、すばらしい福祉計画

をつくって、長井市へのお土産とするというふ

うなことで市長も考えられればすばらしいもの

だというふうに思いますが、市長、こういった

計画に対してどうですか。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 こういう障害者福祉計画等につ

いては、実態もしっかり見ながら、国や県の動

向、時々変わりますからね、やっぱり、そうい

った意味で、早くつくったから、そういうとき

には拙速だって言われる場合もありますし、ぜ

ひいいものを、今年度中の期限は守るようにさ

せていただきたいと、私の任期に余りこだわら

ないでいきたいというふうに思っているところ

であります。 

○大沼 久議長 16番、藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 この福祉計画の内容に

ついては、全国で恐らく注目しているのではな

いかというふうに思うんですね。ですから、よ

その単なるまねごととかそういったものだけで

なくて、長井市にはすばらしい人材、そういっ

た方々がたくさん福祉活動を支えておられると

いうふうな恵まれた環境にあるのではないかと

思いますので、そういった方々のお力を十分に

おかりして、現実的、しかも障害者に生きがい

を与えるような、与えられるような、そうした

福祉計画をぜひつくっていただくことをお願い

いたしまして、私の質問を終わります。 

 

 

我妻 昇議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 次に、順位６番、議席番号１番、

我妻 昇議員。 

  （１番我妻 昇議員登壇） 

○１番 我妻 昇議員 おはようございます。 

 じりじりと照りつける太陽が懐かしくなるほ

ど、朝晩はめっきり寒さを感じる季節となりま

した。市内各地では、米の豊作を願って獅子舞

などのお祭りが開催され、収穫の秋を待ちかね

ているというような様子であります。太鼓や笛

の音色、子供たちの元気にはしゃぐ声を聞いて

いますと、日々の疲れがいやされ、穏やかで豊

かな気持ちになることができます。 

 日に日にこうべを垂れる稲穂に豊作を期待し

つつ、これから一般質問をさせていただきます。

―７８― 

＋


